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【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 遊 技 毎 に サ ン プ リ ン グ さ れ る 乱 数 値 に 基 づ い て 当 選 役 を 決 定 す る 当 選 役 決 定 手 段 と 、
　 遊 技 者 に よ る 操 作 に 応 じ て 遊 技 開 始 指 令 信 号 を 出 力 す る 遊 技 開 始 指 令 手 段 と 、
　 前 記 遊 技 開 始 指 令 手 段 か ら 出 力 さ れ た 前 記 遊 技 開 始 指 令 信 号 を 検 出 し た こ と に 基 づ い て
遊 技 に 必 要 な 複 数 の 識 別 情 報 を 変 動 表 示 す る 変 動 表 示 手 段 と 、
　 前 記 変 動 表 示 手 段 が 前 記 変 動 表 示 を 開 始 し て か ら の 時 間 を 計 測 す る 時 間 計 測 手 段 と 、
　 全 て の 前 記 変 動 手 段 が 変 動 表 示 し て お り 、 か つ 前 記 時 間 計 測 手 段 が 計 測 し た 時 間 が 特 定
の 時 間 で あ る こ と を 条 件 に 、
　 停 止 指 令 信 号 の 入 力 に よ ら ず に 前 記 変 動 手 段 の 変 動 表 示 を 停 止 さ せ る 自 動 停 止 手 段 と 、
を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
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